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柏 市 地 域 生 活 支 援 セ ン タ ー （ 福 祉 の 総 合 相 談 ） 事 業 業 務 委 託 仕 様 書  

 

１  件 名  

柏 市 地 域 生 活 支 援 セ ン タ ー （ 福 祉 の 総 合 相 談 ） 事 業 業 務 委 託  

 

２  委 託 期 間  

令 和 ７ 年 ４ 月 １ 日 か ら 令 和 ８ 年 ３ 月 ３ １ 日 ま で と す る 。  

 

３  実 施 場 所 及 実 施 日 等  

 (1) 実 施 場 所  

受 託 者 は ， 柏 市 教 育 福 祉 会 館 （ 柏 市 柏 五 丁 目 ８ 番 １ ２ 号 ） １ 階 フ

ロ ア の 柏 市 が 指 定 す る エ リ ア に 事 務 所 を 設 置 し ， 委 託 業 務 を 実 施 す

る も の と す る 。  

な お ， 事 業 を 遂 行 す る 上 で 別 に 事 業 実 施 場 所 が 必 要 な 場 合 は ， 柏

市 と 協 議 の 上 ， 別 途 指 定 す る 。  

(2) 実 施 日 等  

事 務 所 開 設 は ， 月 曜 日 か ら 金 曜 日 の 午 前 ８ 時 ３ ０ 分 か ら 午 後 ５ 時

１ ５ 分 ま で と し ， 土 曜 日 ， 日 曜 日 ， 祝 日 （ 国 民 の 祝 日 に 関 す る 法 律

（ 昭 和 ２ ３ 年 法 律 第 １ ７ ８ 号 ） に 規 定 す る 休 日 ） 及 び 年 末 年 始 （ １

２ 月 ２ ９ 日 か ら 翌 １ 月 ３ 日 ） は 休 業 と す る 。 な お ， 休 業 日 及 び 開 設

時 間 外 に も ， 相 談 者 か ら の 連 絡 に 対 応 で き る よ う ， ２ ４ 時 間 ３ ６ ５

日 の 相 談 体 制 を 確 保 し て お く こ と 。  

 

４  福 祉 の 総 合 相 談 事 業 の 機 能 及 び 運 営 体 制  

 (1) 基 本 機 能  

 柏 市 の 福 祉 の 総 合 相 談 窓 口 と し て 世 代 や 属 性 に 関 わ ら な い 相 談 を

２ ４ 時 間 ３ ６ ５ 日 の 相 談 体 制 で 伴 走 し な が ら 受 け 止 め 支 援 す る と と

も に ， 地 域 の 各 専 門 相 談 支 援 機 関 （ 以 下 ， 「 支 援 機 関 」 と い う ） と

の 連 携 を と お し て 相 談 者 を 包 括 的 に 支 援 す る 機 能 を 担 う 。  

 (2) 運 営 体 制  

  ア  職 員 全 員 が ， 地 域 の 課 題 に 対 す る 共 通 認 識 を 持 ち ， 目 的 を 共 有

化 し ， 連 携 及 び 協 力 し て 業 務 を 実 施 す る こ と 。  
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  イ  柏 市 地 域 生 活 支 援 セ ン タ ー （ 福 祉 の 総 合 相 談 ） 事 業 業 務 委 託 仕

様 書 及 び 年 間 活 動 計 画 に 基 づ き ， 業 務 改 善 を 進 め る こ と 。 ま た 業

務 改 善 内 容 や そ の 進 捗 状 況 を 職 員 間 で 共 有 し ， 適 宜 進 捗 管 理 を 行

う こ と 。  

  ウ  対 応 事 例 等 に つ い て ， 職 員 が 相 互 に 報 告 し ， ミ ー テ ィ ン グ 等 で

情 報 共 有 を 行 い ， 職 員 全 員 で 対 応 を 図 る こ と 。  

  エ  緊 急 対 応 等 ， 必 要 に 応 じ て 市 職 員 と 要 支 援 世 帯 へ の 支 援 を 行 う

な ど ， 行 政 と の 連 携 を 図 り な が ら 業 務 に あ た る こ と 。  

  オ  研 修 等 へ の 参 加 な ど ， 職 員 の 資 質 向 上 に 努 め る と と も に ， 職 種

に 関 わ ら ず 相 互 に 連 携 ・ 協 働 し な が ら チ ー ム ア プ ロ ー チ に よ る 運

営 を は か る こ と 。  

  カ  福 祉 の 総 合 相 談 に 寄 せ ら れ た ク レ ー ム 等 に つ い て は ， そ の 内 容

や 対 応 方 法 に つ い て 記 録 を 残 し ， 市 に 報 告 す る こ と 。  

  キ  個 人 情 報 の 取 扱 い に つ い て は ， 関 係 法 令 等 を 遵 守 し ， 厳 重 に 取

り 扱 う こ と 。 ま た ， そ の 保 護 に 遺 漏 の 無 い よ う 充 分 に 留 意 す る こ

と 。  

  ク  休 日 及 び 夜 間 対 応 に つ い て は ， 社 会 資 源 を 十 分 に 活 用 し ， 市 や

関 連 機 関 等 と の 連 絡 体 制 を 協 議 の 上 ， 緊 急 時 に 対 応 で き る 体 制 を

整 備 す る こ と 。  

 

５  セ ン タ ー の 設 備  

 (1) 市 か ら 貸 与 す る 備 品 に つ い て は 善 良 な 管 理 者 の 注 意 を 払 っ て 取 り

扱 う こ と 。  

 (2) 執 務 室 ， 相 談 室 等 の レ イ ア ウ ト に つ い て は 市 と 協 議 の 上 ， 変 更 等

を 行 う こ と 。 ま た ， レ イ ア ウ ト 変 更 後 は 速 や か に レ イ ア ウ ト 図 を

提 出 す る こ と 。  

 (3) 相 談 室 に つ い て は プ ラ イ バ シ ー が 確 保 さ れ る よ う に 配 慮 す る こ と 。  

 (4) 執 務 室 に は 相 談 カ ウ ン タ ー を 常 設 す る こ と 。  

 (5) 出 張 相 談 者 が 執 務 で き る ス ペ ー ス を 確 保 す る こ と 。  

 (6) 業 務 に 必 要 な 事 務 機 器 ， 通 信 回 線 等 に つ い て は 受 託 者 が 用 意 す る

こ と 。  

 (7) セ ン タ ー 内 に お い て 業 務 に 使 用 す る パ ソ コ ン に つ い て は 柏 市 が 用
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意 す る 閉 鎖 ネ ッ ト ワ ー ク に 接 続 す る こ と 。 ま た ， ネ ッ ト ワ ー ク 配

線 図 を 作 成 し ， 柏 市 に 提 出 す る こ と 。  

 (8) パ ソ コ ン 台 数 の 増 大 等 ネ ッ ト ワ ー ク に 変 更 が 生 じ る 場 合 は 事 前 に

柏 市 に 報 告 す る こ と 。 ま た ， 速 や か に ネ ッ ト ワ ー ク 配 線 図 を 更 新

し ， 提 出 す る こ と 。  

 (9) 電 話 が つ な が ら な い こ と が な い よ う 必 要 十 分 な 数 の 電 話 機 を 設 置

す る こ と 。  

 

６  業 務 体 制 及 び 資 格 要 件  

(1) 業 務 に 従 事 す る 相 談 員 の 資 格 要 件 は 以 下 の と お り と し ， ４ ． ５ 人

工 以 上 配 置 す る こ と と す る 。  

  社 会 福 祉 士 ， 精 神 保 健 福 祉 士 ， 保 健 師 ， 看 護 師 ， 介 護 支 援 専 門 員 ，

介 護 福 祉 士 ， 臨 床 心 理 士 の い ず れ か の 資 格 を 有 し ， 相 談 業 務 に ３ 年

以 上 従 事 し て い る 者 で ， 相 談 機 関 と の 連 携 ・ 調 整 等 の 取 り ま と め 等

を 行 う こ と が で き る 者 と す る 。  

(2) 業 務 開 始 後 ， 速 や か に 事 業 従 事 者 の 資 格 が 確 認 で き る も の を 提 出

す る こ と 。  

(3) 事 業 従 事 者 は 基 本 的 に は 福 祉 の 総 合 相 談 事 業 に 専 従 す る こ と と す

る が ， 他 の 業 務 を 兼 務 す る 必 要 が 生 じ た 場 合 は ， 事 前 に 市 の 承 認

を 得 る こ と 。  

(4) 事 業 従 事 者 の 統 括 ， 管 理 ， 業 務 指 導 を 適 切 に 行 う た め ， 責 任 者 を

１ 名 定 め る こ と 。  

(5) 責 任 者 は ， 福 祉 の 総 合 相 談 業 務 の 全 体 把 握 ， 進 行 管 理 ， 多 機 関 連

携 等 の 包 括 業 務 を 中 心 に 担 う こ と 。  

(6) 受 託 者 は ， 速 や か に 責 任 者 及 び 事 業 従 事 者 の 配 置 状 況 を 定 め た 組

織 図 を 作 成 し ， 柏 市 に 提 出 す る こ と 。  

(7) 事 業 従 事 者 に 異 動 が 生 じ る 場 合 は ， １ ヶ 月 以 上 前 ま で に 柏 市 に 報

告 し ， 異 動 確 定 後 ， 新 規 採 用 の 場 合 は 職 務 経 歴 書 と 資 格 を 確 認 で

き る 書 類 を 提 出 す る こ と 。 ま た ， (6)で 作 成 し た 組 織 図 を 更 新 し ，

提 出 す る こ と 。  

(8) (1)に 規 定 す る 何 れ か の 職 員 が 退 職 ， ま た は ９ ０ 日 以 上 の 休 暇 を

取 得 す る 場 合 は ， 速 や か に 代 替 職 員 を 補 充 す る こ と 。  
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７  業 務 実 施 方 法 及 び 内 容  

 事 業 を 行 う 上 で は ， 令 和 ６ 年 １ ２ 月 １ ９ 日 社 援 発  ０ ８ ０ ８ 第 ４ ８

号 厚 生 労 働 省 社 会 ・ 援 護 局 長 通 知 「 重 層 的 支 援 体 制 整 備 事 業 の 実 施 に

つ い て 」 に 示 さ れ た 実 施 要 領 や 関 係 省 令 の 通 知 等 に 基 づ い て 行 う こ と 。  

 た だ し ， 法 令 等 が 改 正 さ れ た 場 合 は ， 改 正 後 の 内 容 を 遵 守 す る こ と 。  

 (1) 包 括 的 相 談 支 援 事 業  

   相 談 者 の 属 性 や 世 代 ， 相 談 内 容 に 関 わ ら ず ， 相 談 を 受 け 止 め ，

本 人 に 寄 り 添 い ， 抱 え る 課 題 の 解 き ほ ぐ し や 整 理 を 行 う こ と 。 ま

た ， 受 け 止 め た 相 談 の う ち ， 他 支 援 機 関 の 支 援 が 必 要 な 場 合 は ，

ア ウ ト リ ー チ に よ る 支 援 を 含 め ， 各 支 援 機 関 と 連 携 を 図 り な が ら

対 応 す る ほ か ， か し ま る ネ ッ ト を 積 極 的 に 活 用 し て 適 切 な 相 談 支

援 機 関 に つ な ぐ こ と 。  

   ま た ， 対 面 ， 電 話 ， メ ー ル に よ る 相 談 に 加 え ， 株 式 会 社 Ｚ Ｉ Ａ

Ｉ が リ リ ー ス し て い る Ｚ Ｉ Ａ Ｉ ｃ ｈ ａ ｔ を ホ ー ム ペ ー ジ 等 に 組 み

込 む こ と で ， 新 た な デ ジ タ ル ツ ー ル を 利 用 し た 相 談 体 制 を 整 備 す

る こ と 。 こ れ に よ り ， さ ら に 多 く の 世 代 か ら の 相 談 や 支 援 が 届 き

に く か っ た 方 へ の ア ウ ト リ ー チ に 応 え ら れ る よ う に す る と と も に ，

相 談 業 務 の 効 率 化 を 図 れ る よ う に す る こ と 。 当 該 デ ジ タ ル ツ ー ル

で 捕 捉 さ れ た ， 緊 急 の 支 援 が 必 要 と 考 え ら れ る 相 談 者 に つ い て は ，

既 存 の 対 面 ， 電 話 ， メ ー ル 等 を 利 用 し た 支 援 に 繋 ぎ 相 談 者 へ ア プ

ロ ー チ す る こ と 。  

 (2) 多 機 関 協 働 事 業  

  ア  目 的  

    単 独 の 支 援 機 関 で は 対 応 が 困 難 な 複 雑 ・ 複 合 化 し た 生 活 課 題

等 を 抱 え る 世 帯 へ の 支 援 実 施 の 調 整 役 を 担 い ， 支 援 機 関 の 役 割

分 担 ， 支 援 方 針 ， 支 援 プ ラ ン を 策 定 す る 等 の 取 組 を 通 じ て ， 重

層 的 支 援 体 制 整 備 事 業 に 関 わ る 関 係 者 の 連 携 の 円 滑 化 を 進 め る

と と も に ， 包 括 的 な 支 援 体 制 構 築 に 向 け て 取 り 組 む こ と を 目 的

と す る 。  

  イ  相 談 受 付  

    生 活 課 題 等 が 複 雑 ・ 複 合 化 し た 支 援 困 難 世 帯 で あ っ て ， 複 数

の 支 援 機 関 等 の 役 割 分 担 等 が 必 要 な 場 合 に ， 相 談 受 付 ・ 申 込 票
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を 相 談 者 に 記 入 し て も ら っ た 上 で 支 援 を 実 施 し て い く 。 な お ，

原 則 ， 紹 介 元 の 支 援 機 関 等 が 利 用 申 込 を 行 う も の で あ る 。  

  ウ  ア セ ス メ ン ト 及 び プ ラ ン 作 成  

    当 該 事 業 の 実 施 に 必 要 な 情 報 に つ い て は ， 包 括 的 相 談 事 業 な

ど の 紹 介 元 や 世 帯 に 関 わ る 支 援 機 関 か ら 収 集 し ， ま た 必 要 に 応

じ て 当 該 実 施 機 関 が 直 接 本 人 や そ の 世 帯 か ら 情 報 を 収 集 し ， 関

係 支 援 機 関 と 協 力 し て ， イ ン テ ー ク ・ ア セ ス メ ン ト シ ー ト に ま

と め る 。  

    ま た ， 相 談 者 へ の 必 要 な 支 援 を 提 供 す る た め ， 支 援 機 関 の 役

割 分 担 や 支 援 の 目 標 ・ 方 針 を 整 理 し た プ ラ ン を 作 成 す る 。  

  エ  支 援 の 実 施  

    作 成 し た プ ラ ン に 基 づ き ， 支 援 機 関 と 一 体 的 に 支 援 す る と と

も に ， 実 施 状 況 に つ い て 重 層 的 支 援 会 議 等 に お い て ， 支 援 機 関

と 共 有 し ， 必 要 に 応 じ て 役 割 分 担 や 支 援 方 針 の 整 理 ・ 変 更 な ど

再 プ ラ ン を 検 討 す る こ と 。  

  オ  終 結  

    本 人 や そ の 世 帯 の 課 題 が 整 理 さ れ ， 支 援 の 見 通 し が つ き ， プ

ラ ン に よ る 支 援 機 関 の 役 割 分 担 に つ い て の 合 意 を 図 る こ と が で

き た 時 点 で ， 主 た る 支 援 者 と し て の 関 わ り は 一 旦 終 了 と す る 。  

    な お ， 当 該 事 業 の 終 結 後 は ， プ ラ ン に 基 づ く 支 援 機 関 の 中 か

ら 主 担 当 機 関 を 設 定 し ， 本 人 や そ の 世 帯 を 伴 走 支 援 す る 体 制 を

確 保 す る も の と す る 。 ま た ， 環 境 変 化 に よ り 課 題 の 解 き ほ ぐ し

や 支 援 機 関 の 役 割 分 担 整 理 が 必 要 と な っ た 際 に は ， 速 や か に 当

該 事 業 を 再 開 す る こ と と す る 。  

  カ  重 層 的 支 援 会 議  

   (ｱ) 会 議 の 開 催  

     当 該 会 議 の 主 催 は 当 該 事 業 の 受 託 者 が 主 催 し ， 参 加 支 援 事

業 又 は ア ウ ト リ ー チ 等 を 通 じ た 継 続 的 支 援 事 業 を 利 用 す る 場

合 に は ， 当 該 事 業 の プ ラ ン に 基 づ き 事 業 の 利 用 決 定 が 必 要 な

場 合 に は ， 柏 市 が 決 定 を 行 う 。  

   (ｲ) 会 議 の 役 割  

     当 該 会 議 は ， 重 層 的 支 援 体 制 整 備 事 業 が 適 切 か つ 円 滑 に 実
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施 さ れ る た め に 開 催 す る も の で あ り ， 主 に プ ラ ン の 適 切 性 の

協 議 ， プ ラ ン 終 結 時 等 の 協 議 及 び 市 の 福 祉 施 策 や 課 題 に つ い

て ， 市 全 体 で 情 報 共 有 や 意 見 交 換 の 実 施 ， エ リ ア ご と の 課 題

か ら 必 要 な 政 策 に つ い て ， 行 政 機 関 と と も に 検 討 ， そ の 他 体

制 整 備 に 必 要 な 事 項 の 協 議 を 実 施 す る 役 割 を 担 う も の で あ る 。  

   (ｳ) 会 議 の 開 催 方 法  

     会 議 の 役 割 ， 検 討 件 数 や 事 例 内 容 に よ っ て は ， 定 期 開 催 や

随 時 開 催 ， 又 は そ れ ら の 併 用 が 考 え ら れ る 。  

     ま た ， 各 専 門 分 野 に お い て 開 催 さ れ て い る 既 存 の 会 議 体 が

あ る こ と か ら ， 既 存 の 会 議 体 の 時 間 を 切 り 分 け 当 該 会 議 を 実

施 す る な ど ， 柔 軟 な 運 用 が 考 え ら れ る た め ， 開 催 方 法 に つ い

て は 柏 市 と 協 議 の 上 ， 決 定 す る こ と 。  

   (ｴ) 会 議 の 参 加 者  

     柏 市 並 び に 当 該 事 業 の 受 託 者 の 参 加 は 必 須 と す る 。 包 括 的

相 談 支 援 事 業 ， ア ウ ト リ ー チ 等 を 通 じ た 継 続 的 支 援 事 業 や 参

加 支 援 事 業 の 事 業 者 は 原 則 参 加 と す る 。  

     そ の 他 ， 本 人 ， 福 祉 分 野 以 外 の 必 要 機 関 な ど 事 例 に 応 じ て

必 要 な 参 加 者 を 変 え る な ど 柔 軟 な 対 応 を と る こ と 。  

   (ｵ) 会 議 開 催 の タ イ ミ ン グ  

     重 層 的 支 援 会 議 の 開 催 は ， 多 機 関 協 働 事 業 ， ア ウ ト リ ー チ

等 を 通 じ た 継 続 的 支 援 事 業 ， 参 加 支 援 事 業 に お い て ， ① プ ラ

ン 策 定 時 ， ② 再 プ ラ ン 策 定 時 ， ③ 支 援 終 結 の 判 断 時 ， ④ 支 援

中 断 の 決 定 時 に 必 ず 実 施 す る も の と す る 。  

     な お ， 支 援 の 進 捗 状 況 の 把 握 や モ ニ タ リ ン グ の タ イ ミ ン グ

な ど ， 支 援 を 円 滑 に 進 め る た め に 必 要 な 場 合 に は ， 重 層 的 支

援 会 議 で は な く ， ケ ー ス 会 議 や 事 例 検 討 会 議 に て 実 施 す る こ

と は 差 し 支 え な い 。  

     ま た ， 市 の 福 祉 施 策 や 課 題 に つ い て 市 全 体 で 情 報 共 有 や 意

見 交 換 を 行 う ほ か ， エ リ ア ご と の 課 題 か ら 必 要 な 政 策 に つ い

て 検 討 す る 会 議 を 年 １ 回 以 上 開 催 す る こ と 。 当 該 会 議 開 催 一

か 月 以 内 を め ど に 市 に 対 し 開 催 報 告 書 を 提 出 す る こ と 。  
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８  業 務 の 計 画 ， 管 理 ， 報 告 ， 評 価 に つ い て  

(1) 各 事 業 の 実 施 に あ た っ て は ， 市 と 協 議 の 上 ， あ ら か じ め 成 果 目

標 ・ 年 間 計 画 を 立 て ， 市 に 提 出 す る こ と 。  

(2) 成 果 目 標 ・ 年 間 計 画 の 達 成 度 合 い を 検 証 し ， 実 績 を 報 告 す る こ と 。  

(3) 各 相 談 員 は 訪 問 計 画 お よ び 訪 問 状 況 一 覧 表 を 作 成 し ， 計 画 に 沿 っ

た 支 援 を 行 う こ と 。  

(4) 受 託 者 は 柏 市 が 定 め る 方 法 に よ り ， 毎 月 の 委 託 業 務 の 実 績 を 翌 月

１ ０ 日 ま で に 柏 市 に 報 告 す る こ と 。 ま た ， 国 等 へ の 実 績 報 告 に つ

い て は ， 国 が 指 定 す る デ ー タ 等 を 遅 延 な く 柏 市 に 提 出 す る こ と 。  

(5) 令 和 ６ 年 度 業 務 委 託 期 間 の 末 日 ま で に ， 次 の 書 類 を 提 出 す る こ と 。  

ア  業 務 完 了 報 告 書  

イ  収 支 決 算 報 告 書  

ウ  そ の 他 柏 市 長 が 認 め る 書 類  

(6) 委 託 期 間 内 に 事 業 評 価 会 議 を 開 催 す る 。 会 議 開 催 ま で の 事 業 実 施

状 況 の ま と め 等 を 報 告 す る こ と 。 詳 細 に つ い て は ， 会 議 開 催 前 に

事 前 に 告 知 す る 。  

 

９  守 秘 義 務 及 び 個 人 情 報 の 保 護  

（ 個 人 情 報 の 保 護 ）  

(1) 受 託 者 は ， こ の 契 約 に 関 し 知 り 得 た 個 人 情 報 の 保 護 に 関 す る 法 律

（ 平 成 １ ５ 年 法 律 第 ５ ７ 号 。 以 下 「 法 律 」 と い う 。 ） 第 ２ 条 第 １ 項

の 個 人 情 報 （ 以 下 「 個 人 情 報 」 と い う 。 ） を み だ り に 他 人 に 知 ら せ

て は な ら な い 。 こ の 契 約 が 終 了 し た 後 に お い て も 同 様 と す る 。  

(2) 受 託 者 は ， 個 人 情 報 を こ の 契 約 の 目 的 以 外 に 使 用 し ， 又 は 第 三 者

に 提 供 し て は な ら な い 。 こ の 契 約 が 終 了 し た 後 に お い て も 同 様 と す

る 。  

(3) 受 託 者 は ， 個 人 情 報 の 漏 え い ， 滅 失 又 は 毀 損 の 防 止 そ の 他 の 個 人

情 報 の 安 全 管 理 の た め に 必 要 か つ 適 切 な 措 置 を 講 じ な け れ ば な ら な

い 。  

(4) 受 託 者 は ， あ ら か じ め 柏 市 の 書 面 に よ る 承 諾 が な い 限 り ， 第 三 者

に 個 人 情 報 の 取 扱 い の 再 委 託 又 は 下 請 け を さ せ て は な ら な い 。  

(5) 受 託 者 は ， あ ら か じ め 柏 市 の 承 諾 を 受 け た 場 合 を 除 き ， 個 人 情 報
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を 複 写 し ， 又 は 複 製 し て は な ら な い 。  

(6) 受 託 者 は ， 個 人 情 報 の 漏 え い ， 滅 失 ， 毀 損 そ の 他 の 個 人 情 報 の 安

全 管 理 の 支 障 が 生 じ ， 又 は 生 じ る お そ れ が あ る 場 合 （ 当 該 支 障 が 生

じ る お そ れ が あ る と 柏 市 が 認 め る こ と に つ き 相 当 な 理 由 が あ る 場 合

を 含 む 。 ） は ， 直 ち に そ の 状 況 を 柏 市 に 報 告 し ， 柏 市 の 指 示 を 受 け ，

こ れ に 従 わ な け れ ば な ら な い 。  

(7) 受 託 者 は ， 個 人 情 報 が 記 録 さ れ た 媒 体 を ， こ の 契 約 に よ り 行 う 業

務 の 終 了 後 柏 市 と 協 議 の 上 直 ち に 柏 市 に 返 却 し ， 又 は 社 会 通 念 上 確

実 な 方 法 に よ る 廃 棄 若 し く は 消 去 を し な け れ ば な ら な い 。  

(8) 受 託 者 は ， 個 人 情 報 が 記 録 さ れ た 媒 体 の 搬 送 に お い て ， 社 会 通 念

上 安 全 が 確 保 さ れ た 措 置 を 講 じ な け れ ば な ら な い 。  

(9) 受 託 者 は ， そ の 従 業 者 に 個 人 情 報 を 取 り 扱 わ せ る に 当 た っ て は ，

当 該 個 人 情 報 の 安 全 管 理 が 図 ら れ る よ う ， 当 該 従 業 者 に 対 す る 必 要

か つ 適 切 な 監 督 を 行 わ な け れ ば な ら な い 。  

(10) 受 託 者 は ， 第 ４ 項 の 個 人 情 報 の 取 扱 い の 再 委 託 又 は 下 請 け を さ

せ る 場 合 は ， そ の 取 扱 い の 再 委 託 又 は 下 請 け を さ せ る 個 人 情 報 の 安

全 管 理 が 図 ら れ る よ う ， 再 委 託 又 は 下 請 け を さ せ る 者 に 対 す る 必 要

か つ 適 切 な 監 督 を 行 わ な け れ ば な ら な い 。  

(11) 柏 市 は 受 託 者 に 対 し ， 第 ６ 項 に 定 め る も の の ほ か ， 個 人 情 報 の

取 扱 い に 関 し て 報 告 を さ せ る こ と が で き る も の と し ， 受 託 者 は こ れ

に 従 う も の と す る 。  

(12) 柏 市 は 受 託 者 の 個 人 情 報 の 管 理 状 況 が 不 適 切 と 認 め ら れ る と き

は 受 託 者 に 対 し て 必 要 な 指 示 を 行 う こ と が で き る も の と し ， 受 託 者

は こ れ に 従 う も の と す る 。  

(13) 柏 市 は 必 要 に 応 じ 受 託 者 及 び 受 託 者 の 再 委 託 者 又 は 下 請 者 へ の

立 入 検 査 が で き る も の と し ， 受 託 者 及 び 受 託 者 の 再 委 託 者 又 は 下 請

者 は こ れ に 協 力 す る も の と す る 。  

(14) デ ジ タ ル ツ ー ル に よ る 相 談 対 応 に つ い て 柏 市 又 は 福 祉 の 総 合 相

談 に 入 っ た 利 用 者 意 見 や 苦 情 に 対 し ， 適 切 に 対 応 の 上 ， バ ー ジ ョ ン

ア ッ プ 等 の 対 応 を と り ， サ ー ビ ス レ ベ ル を 維 持 す る こ と 。  

(15) 本 委 託 事 業 に 係 る 情 報 セ キ ュ リ テ ィ イ ン シ デ ン ト が 発 生 し た 場

合 ， 住 民 に 対 し 適 切 な 説 明 責 任 を 果 た す た め ， 当 該 情 報 セ キ ュ リ テ
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ィ イ ン シ デ ン ト を 公 表 す る が ， 柏 市 は 一 連 の 対 応 を で き る も の と し ，

ま た ， 受 託 者 は 一 連 の 対 応 へ の 協 力 を す る も の と す る 。  

(16) 前 各 項 に 掲 げ る 事 項 に 受 託 者 が 違 反 し た 場 合 は ， 柏 市 は こ の 契

約 を 解 除 で き る も の と し ， 受 託 者 は 柏 市 に 生 じ た 損 害 を 賠 償 し な け

れ ば な ら な い 。 受 託 者 は ， 本 業 務 の 実 施 過 程 で 知 り 得 た 業 務 上 の 秘

密 に つ い て ， 第 三 者 に 漏 ら し て は な ら ず ， 委 託 契 約 終 了 後 も 同 様 と

す る 。  

 

10 情 報 設 備 及 び セ キ ュ リ テ ィ 要 件  

(1) 情 報 設 備  

ア  受 託 者 は ， 電 子 メ ー ル に よ る 相 談 ， 統 計 等 に 使 用 す る た め に ，

イ ン タ ー ネ ッ ト 接 続 環 境 専 用 の 端 末 を １ 台 以 上 常 備 す る こ と 。 な

お ， 同 端 末 の セ キ ュ リ テ ィ 機 能 を 確 保 す る こ と 。  

イ  セ ン タ ー 執 務 室 内 に お い て 委 託 事 業 の 個 人 情 報 を 取 り 扱 う 業 務

に 使 用 す る 端 末 （ 以 下 ， 「 業 務 端 末 」 と い う 。 ） は ， イ ン タ ー ネ

ッ ト の 接 続 は 不 可 と す る 。 ま た ， 業 務 端 末 は 受 託 者 の 法 人 本 部 又

は サ ー ビ ス 提 供 部 門 等 ， 柏 市 が 許 可 を し て い な い ネ ッ ト ワ ー ク と

の 接 続 も 不 可 と し ， 仕 様 書 に 掲 げ る 業 務 の み に 使 用 す る こ と 。 な

お ， 新 た な デ ジ タ ル ツ ー ル を 利 用 し た 相 談 体 制 に つ い て は ， こ の

限 り で は な い 。  

ウ  受 託 者 は ， 本 事 業 に 必 要 と な る 業 務 端 末 の 機 械 ・ 器 具 類 は 委 託

料 の 範 囲 内 に お い て ， 必 要 な 最 小 限 度 の 台 数 を 常 備 す る こ と 。  

(2) セ キ ュ リ テ ィ 要 件  

ア  受 託 者 は ， 本 仕 様 の 要 件 を 満 た す た め に 必 要 な 最 小 限 度 の 業 務

端 末 を 用 意 し ， 各 業 務 端 末 は 外 部 か ら の 不 正 ア ク セ ス 等 の 影 響 を

受 け な い 閉 鎖 ネ ッ ト ワ ー ク で 接 続 す る こ と 。  

イ  本 業 務 で 使 用 す る 情 報 機 器 等 が ， 外 部 か ら の 不 正 ア ク セ ス や 攻

撃 ， 情 報 漏 洩 等 に 関 し て 十 分 な 安 全 対 策 が 講 じ ら れ て い る こ と 。  

ウ  柏 市 情 報 セ キ ュ リ テ ィ ポ リ シ ー に 則 り ， 情 報 セ キ ュ リ テ ィ の 安

全 性 を 確 保 す る と と も に ， そ の 遵 守 状 況 に つ い て ， 定 期 的 又 は 必

要 に 応 じ て 情 報 セ キ ュ リ テ ィ 監 査 及 び 自 己 点 検 を 実 施 す る こ と 。  

エ  各 シ ス テ ム を 常 に 最 適 な 状 態 に 保 つ た め に ， ソ フ ト ウ ェ ア 等 の
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必 要 な バ ー ジ ョ ン ア ッ プ や ラ イ セ ン ス の 更 新 等 を 適 時 行 う こ と 。  

オ  受 託 者 は ， 情 報 シ ス テ ム へ の ア ク セ ス を 適 切 に 制 限 す る た め に ，

利 用 者 ID の 管 理 ， 利 用 者 の 識 別 と 認 証 等 を 適 切 に 実 施 し ， ID に

関 す る 規 定 の 整 備 や ， 不 要 な ID の 削 除 ， 共 用 ID の 利 用 制 限 が 行

わ れ て い る か 等 に つ い て ， 委 託 期 間 中 に 適 宜 確 認 す る こ と 。  

カ  社 内 ル ー ル や 法 令 遵 守 （ コ ン プ ラ イ ア ン ス ） の 仕 組 み が 整 備 さ

れ ， 業 務 上 取 扱 う 情 報 に 関 し て ， 紛 失 ， 改 ざ ん ， 破 壊 ， 漏 洩 な ど

が 行 わ れ な い よ う 十 分 な 情 報 セ キ ュ リ テ ィ 対 策 が 継 続 し て 管 理 さ

れ て い る こ と 。  

キ  受 託 者 は ， 情 報 セ キ ュ リ テ ィ に 関 す る 認 証 （ ISMS,IEC27001,JI

SQ27001 等 ） や プ ラ イ バ シ ー マ ー ク を 取 得 す る こ と で ， 情 報 漏 洩

な ど の リ ス ク 発 生 率 や ， リ ス ク が 表 面 化 し た と き の 損 害 を 減 少 さ

せ る こ と が で き る 体 制 を 構 築 し ， 個 人 情 報 に つ い て 適 切 な 保 護 措

置 を 講 ず る 体 制 を 整 備 す る よ う 努 め る こ と 。  

ク  受 託 者 は ， 情 報 セ キ ュ リ テ ィ に 関 連 す る 事 件 や 事 故 が 発 生 し た

際 に ， 被 害 の 拡 大 を 防 ぐ た め ， 事 件 や 事 故 を 想 定 し ， 実 施 す べ き

作 業 や そ の 手 順 を 確 立 し ， 適 切 か つ 迅 速 に 対 応 で き る よ う 定 め た

手 順 を 備 え る こ と 。 ま た ， 事 件 や 事 故 が 発 生 し た 際 に は ， 柏 市 が

説 明 責 任 を 果 た す た め の 一 連 の 対 応 に 協 力 す る こ と 。  

ケ  受 託 者 は ， 本 業 務 に 係 る 委 託 契 約 終 了 後 ， 他 者 に 業 務 を 引 継 ぐ

必 要 が 生 じ た 場 合 は ， 委 託 期 間 終 了 前 に 引 継 ぎ 期 間 を 設 け ， 利 用

者 の 利 便 性 を 損 な わ な い よ う 必 要 な 措 置 を 講 じ ， 円 滑 な 引 継 ぎ に

務 め ， 確 実 に 業 務 を 引 継 ぐ こ と 。  

コ  業 務 上 取 扱 う 情 報 は ， USB 等 電 子 媒 体 に 記 録 し ， 外 部 へ の 持 ち

出 し を 禁 止 す る 。 厚 生 労 働 省 へ の 報 告 等 で 使 用 す る 場 合 は ， 本 庁

設 置 の 端 末 に て ， 職 員 立 会 い の 下 ， 使 用 す る こ と 。  

サ  受 託 者 は 情 報 管 理 者 を 定 め ， 柏 市 情 報 セ キ ュ リ テ ィ ポ リ シ ー に

則 っ た セ キ ュ リ テ ィ 対 策 を 行 う こ と 。  

 

11 再 委 託 の 禁 止  

本 業 務 の 再 委 託 は 認 め な い 。 た だ し ， 新 た な デ ジ タ ル ツ ー ル を 利 用

し た 相 談 体 制 の 構 築 に つ い て は ， こ の 限 り で は な い 。  
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12 契 約 方 法  

  総 価 契 約  

 

13 支 払 及 び 精 算 に つ い て  

(1) 支 払 方 法  

  概 算 払 い （ 年 ２ 回 ）  

(2) 精 算 方 法  

 ア  常 勤 職 員  

   年 度 内 に 実 際 に 要 し た 人 件 費 （ 給 与 ， 手 当 ， 社 会 保 険 料 ， 退 職

共 済 掛 金 ） に よ り 精 算 を 行 う 。  

 イ  非 常 勤 職 員  

   年 度 内 に 配 置 し た 職 員 の 人 員 体 制 に 基 づ き ， そ の 期 間 ・ 人 数 に

応 じ て 月 割 に よ り 精 算 を 行 う 。  

 ウ  そ の 他 諸 経 費 に つ い て は ， 受 託 者 は 柏 市 の 求 め に 応 じ て ， 事 業

に か か る 経 費 の 挙 証 資 料 を 提 出 し ， 精 算 を 行 う 。  

 

14 そ の 他  

(1) こ の 仕 様 書 に 定 め の な い 事 項 及 び 疑 義 が 生 じ た 事 項 に つ い て は ，

柏 市 と 受 託 者 が そ の 都 度 協 議 す る 。 な お ， 業 務 を 実 施 す る 上 で ， 疑

義 が 生 じ た 場 合 は ， 柏 市 の 指 示 を 守 る こ と 。  

(2) 本 業 務 の 委 託 は ， 令 和 ７ 年 度 当 初 予 算 の 議 案 議 決 が 得 ら れ な い 場

合 ， 契 約 手 続 き を 中 止 す る 。  

(3) 事 業 を 開 始 す る ま で の 準 備 業 務 に 要 す る 経 費 は 受 託 者 の 負 担 と す

る 。  

(4) 契 約 解 除 の 事 由 が 生 じ た と き 又 は 業 務 完 了 時 に 業 務 を 他 法 人 に 引

き 継 ぐ 必 要 が あ る と き は ， 円 滑 な 引 継 ぎ に 協 力 す る こ と 。 詳 細 に つ

い て は ， 柏 市 と 協 議 の 上 ， 別 途 指 定 す る 。  

(5) 本 業 務 に 係 る セ ン タ ー 執 務 室 の 光 熱 費 は ， 柏 市 が 負 担 す る 。  

(6) 本 業 務 の 遂 行 に 係 る 苦 情 が 発 生 し た 場 合 は ， 迅 速 か つ 誠 実 な 対 応

を 行 う と と も に ， 市 に 報 告 す る こ と 。  

(7) 柏 市 は 受 託 者 と 株 式 会 社 Ｚ Ｉ Ａ Ｉ と の シ ス テ ム 機 能 改 善 等 の 各 種
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会 議 に 原 則 同 席 し ， 発 言 す る も の と す る 。  

(8) 柏 市 は 受 託 者 に 対 し ， 受 託 者 と 株 式 会 社 Ｚ Ｉ Ａ Ｉ と の 契 約 や 打 ち

合 わ せ 内 容 に 関 し て 報 告 を さ せ る こ と が で き る も の と し ， 受 託 者 は

こ れ に 従 う も の と す る 。  

 

15 担 当  

柏 市 役 所 福 祉 部 福 祉 政 策 課 政 策 担 当  中 間 ， 泉 田  

TEL： ０ ４ － ７ １ ６ ７ － １ １ ３ １  

FAX： ０ ４ － ７ １ ６ ４ － ３ ９ １ ７  

E-mail： fukushiseisaku1@city.kashiwa.chiba.jp 


